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市
は
、
平
成　

年　

月
に
国

１９

１２

か
ら
示
さ
れ
た
「
公
立
病
院
改

革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ

き
、
市
立
病
院
の
経
営
改
革
の

取
り
組
み
を
検
討
し
、「
福
岡

市
立
病
院
経
営
改
革
プ
ラ
ン

（
案
）」を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　

今
後
、
内
容
に
つ
い
て
さ
ら

に
検
討
を
進
め
、
平
成　

年
３

２１

月
ま
で
に
経
営
改
革
プ
ラ
ン
と

し
て
策
定
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
状
況
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

プ
ラ
ン
策
定
の
目
的
と 

　

内
容

　

①
目
的

　

一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ

後
の
経
常
黒
字
を
３
年
以
内
に

達
成
で
き
る
経
営
基
盤
を
構
築

し
、
市
が
担
う
べ
き
医
療
を
安

定
的
・
継
続
的
に
提
供
し
て
い

く
こ
と
。

　

②
対
象
期
間

　

平
成　

～　

年
度
（
３
年

２１

２３

間
）

　

③
内
容

　

○
市
立
病
院
の
果
た
す
べ
き

役
割
お
よ
び
繰
り
入
れ
基
準
の

明
確
化

　

○
経
営
の
効
率
化

　

○
経
営
形
態
の
見
直
し

　

市
立
病
院
の 

　

果
た
す
べ
き
役
割

　

市
立
病
院
の
役
割
は
、
地
域

で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な

医
療
の
う
ち
、
採
算
性
等
の
面

か
ら
民
間
医
療
機
関
に
よ
る
提

供
が
困
難
な
医
療
を
提
供
す
る

こ
と
で
す
。

　

○
こ
ど
も
病
院
・
感
染
症
セ

ン
タ
ー
の
役
割

　

小
児
科
医
等
の
確
保
・
育
成

に
努
め
、
小
児
医
療
（
高
度
・

地
域
・
救
急
）
の
さ
ら
な
る
充

実
を
図
る
こ
と
。

　

産
科
を
新
設
し
、
周
産
期
医

療
に
取
り
組
む
こ
と
。

　

○
市
民
病
院
の
役
割

　

高
度
救
急
医
療
を
担
う
地
域

の
中
核
的
な
病
院
と
し
て
質
の

高
い
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。

　

経
営
上
の
課
題

　

現
在
市
立
病
院
は
「
地
方
公

営
企
業
法
の
一
部
適
用
」
と
い

う
形
態
で
経
営
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
の
経
営
形
態
で

は
、
責
任
体
制
や
人
事
制
度
、

予
算
制
度
な
ど
、
広
い
範
囲
に

わ
た
っ
て
地
方
自
治
法
等
の
適

用
な
ど
に
伴
う
課
題
が
あ
り
、

自
主
的
な
病
院
経
営
が
困
難
な

た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
経
営

改
善
を
図
る
に
は
限
界
が
あ
り

ま
す
。

　

医
療
環
境
の
変
化
、
公
立
病

院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
お
よ
び

市
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま

え
る
と
、
抜
本
的
な
経
営
形
態

の
見
直
し
が
必
要
で
す
。

　

新
し
い 

　

経
営
形
態
の
選
択

　

市
立
病
院
と
し
て
、
市
が
担

う
べ
き
医
療
を
安
定
的
・
継
続

的
か
つ
効
率
的
に
提
供
し
て
い

く
経
営
形
態
と
し
て
、
次
の
３

つ
の
形
態
を
比
較
検
討
し
ま
し

た
。

　

①
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部

適
用

　

②
地
方
独
立
行
政
法
人

　

③
指
定
管
理
者
制
度

　

そ
の
結
果
、
昨
年
６
月
の
病

院
事
業
運
営
審
議
会
の
答
申
も

踏
ま
え
、
地
方
独
立
行
政
法
人

が
最
適
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し

た
。

　

地
方
独
立
行
政
法
人 

　

へ
の
移
行

　

市
は
平
成　

年
４
月
に
２
病

２２

院
を
経
営
す
る
地
方
独
立
行
政

法
人
を
設
立
す
る
予
定
で
す
。

　

地
方
独
立
行
政
法
人
と
は
、

住
民
の
た
め
に
確
実
に
実
施
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
業
で
、

民
間
に
委
ね
た
場
合
に
必
ず
し

も
実
施
さ
れ
な
い
恐
れ
が
あ
る

も
の
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に

行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
市

が
設
立
す
る
法
人
で
す
。

　

法
人
設
立
後
、
市
お
よ
び
議

会
は
、
法
人
が
行
う
病
院
運
営

に
対
し
て
、
中
期
目
標
の
指
示

や
法
人
が
策
定
し
た
中
期
計
画

の
認
可
、
業
務
実
績
の
評
価
を

通
じ
て
適
切
に
関
与
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
（
図
参
照
）。

　

ま
た
、
法
人
移
行
後
も
継
続

し
て
不
採
算
医
療
等
に
取
り
組

む
こ
と
か
ら
、
現
行
同
様
に
必

要
な
経
費
は
市
が
負
担
し
て
い

き
ま
す
。

　

法
人
移
行
後
は
、
迅
速
な
意

思
決
定
が
可
能
に
な
り
、
市
民

や
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
、
よ

り
柔
軟
に
対
応
し
た
医
療
・
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

経
営
改
革
の
取
り
組
み

　

市
立
病
院
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
、
医
療
の
質
の
向
上
や

患
者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
り

な
が
ら
、
市
か
ら
の
繰
り
入
れ

後
の
経
常
黒
字
を
達
成
す
る
た

め
、
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の

移
行
効
果
を
最
大
限
に
発
揮
し

な
が
ら
、
経
営
改
革
に
向
け
た

取
り
組
み
を
次
の
よ
う
に
進
め

て
い
き
ま
す
。

　

①
医
療
環
境
の
変
化
に
柔
軟

に
対
応
で
き
る
経
営
体
制
構
築

　

②
迅
速
で
細
か
い
経
営
分
析

や
目
標
に
基
づ
い
た
経
営
管
理

　

③
材
料
費
等
の
コ
ス
ト
削

減
、
未
収
金
対
策
の
強
化

　

④
職
員
を
迅
速
・
柔
軟
に
採

用
、
配
置
で
き
る
体
制
の
構
築

　

⑤
質
の
高
い
医
療
を
安
定
的

か
つ
継
続
的
に
提
供
す
る
た
め

の
人
材
の
確
保
お
よ
び
育
成

　

⑥
医
師
・
看
護
師
等
の
増
員

に
よ
る
診
療
体
制
の
充
実
・
強

化
　

今
後
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
具
体
的
な
数
値
目
標

等
を
設
定
し
、
経
営
改
革
プ
ラ

ン
を
策
定
す
る
予
定
で
す
。

　

【
４
・
５
面
の
問
合
せ
先
】

　

市
立
病
院
担
当
（
☎
７
１
１

・
４
２
７
１
Ⓕ
７
３
３
・
５
７
６

６　

メ
ー
ルbyoin.P

H
W
B

@
city.fukuoka.lg.jp

）

ホームページをご覧ください
　「新病院創設」と「市立病院経営改
革プラン（案）」についての詳細は、市
のホームページ（www.city.fukuoka. 
lg.jp/）「トップページ＞市政情報＞主
な事業・取り組み＞市立病院」で見るこ
とができます。
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